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研究成果の概要（和文）：本研究は、子どもの権利の実現を図るために、日本およびアジアにおける子どもの権利条約
の実施とモニタリングシステムを検討し、子ども問題を個別に対応するだけではなく、子どもの権利の視点から総合的
に取り組んでいく法・制度や政策を明らかにしてきた。日本の自治体、韓国・モンゴル・インドネシアなどのアジア、
さらに国連やユニセフにおける条約の実施とモニタリングシステムについて、訪問やヒアリング・アンケート調査等を
通して法・制度、政策・施策、戦略等を分析することができた。また、教育、福祉、医療・保健、文化面など各界の専
門研究者や実践者による総合的・実践的な研究に取り組んだことも成果の一つである。

研究成果の概要（英文）：This study was to examine the implementation and institutional monitoring of the 
Convention on the Rights of the Child in Japan and Asia, with a view to promoting the realization of 
children's rights. It succeeded in clarifying laws, institutions and policies that address children's 
issues comprehensively from the perspectives of children's rights rather than dealing with different 
issues separately.
we were able to analyze laws, institutions, policies, measures and strategies about the implementation 
and institutional monitoring of the Convention on the Rights of the Child in municipalities in Japan, in 
Asian countries such as South Korea, Mongolia and Indonesia as well as at the United Nations and UNICEF, 
through field visits, interviews and questionnaire surveys. Another achievement of this study is that 
professional researchers and practitioners from different fields, such as education, welfare, and health 
as well as culture, were involved in comprehensive and practical research.

研究分野： 子ども支援学、子どもの権利
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１．研究開始当初の背景 
世界的に不況が続くなかで経済格差・貧困

が拡大し、そうした最中に起きた東日本大震
災や福島原発事故による被災が子どもの生
活に大きな影響を与えている。子どもが抱え
る問題の多様化と複雑化が進む現在、被災地
をはじめ国および自治体全体で今を生きて
いる子ども自身の育ちを支援する「子どもに
やさしいまち」づくりに取り組むことが求め
られている。 
「子どもにやさしいまち」を実現するため

には、子どもの権利を保護・促進する法的枠
組み、総合的な政策・行動計画、子どもの状
況分析、子ども影響評価、子どものための独
立した権利救済・擁護活動などの要素を総合
的に構築していく必要がある。現在、韓国や
インドネシアをはじめ世界各国において、こ
うした動きは特に自治体レベルで活発化の
様相を呈している。学術的には、ユニセフや
CRC が中心となり、その枠組みを提示し、国
内においても研究を蓄積してきている（『子
どもにやさしいまちづくり』喜多明人・荒牧
重人・森田明美・内田塔子編著、日本評論社、
2004 年）。 
日本においては、2000 年以降、子ども条

例を制定し、子ども施策を推進している自治
体が増えてきている。しかしながら、子ども
支援の要素を貫徹するために必要な「子ども
の意見の尊重・参加」を保障する取組や、い
じめ・虐待、教職員の不適切対応などへの個
別の子どもの相談・権利救済活動のみならず
子どもの権利全般の視点に立ったモニタリ
ングを実施し、制度改善や総合的な政策に反
映できるような制度設計は立ち遅れている
（『解説 子ども条例』荒牧重人・喜多明人・
半田勝久、2012 年）。 
韓国においては、子ども権利条約の履行の

水準を高めるための法制度の整備や子ども
権利モニタリング機構の設置(韓国児童権利
モニタリングセンター)など、先進的な取組が
行われている。特に近年、地方自治体による
｢児童生徒人権条例｣制定等を通じて子ども
の権利を包括的に保障するための地方自治
体の子ども権利モニタリングおよび教育改
革・コミュニティ再生の動きも現れている。
しかし、子どもの権利実現のための総合的な
システムの欠如、包括的な体罰禁止を含む子
どもが受ける高い教育ストレスを減らすた
めの教育政策の展開などについて CRC より
勧告を受けている。（『子どもの権利 日韓共
同研究』喜多明人・森田明美・荒牧重人他、
2009 年） 
 さらに、アジアでは、モンゴルをはじめ国
家人権委員会等によるモニタリングシステ
ムを構築し実績を上げている国や、インドネ
シアのように「子どもにやさしいまち」を 100
以上の自治体で展開している国もあり、アジ
アすべての国が批准している子どもの権利
条約を共通のツールにして連携・協働した取
組が求められている。 

２．研究の目的 
 2014 年 5 月には、子ども問題に対応する
国際基準である国連子ども（児童）の権利条
約が日本で発効して 20 年となる。この機会
に、虐待やいじめなど現代の子ども問題を個
別的に対応するだけではなく、子どもの権利
の視点から総合的に取り組んでいくことが
必要である。そのためには、子どもにかかわ
る制度や政策等をモニタリングし、制度改善
や政策立案を行うことが求められている。本
研究は、国連子どもの権利委員会（CRC）や
ユニセフが提唱している国際基準の枠組み
から、日本およびアジアにおける子どもの権
利条約の実施とモニタリングシステムを検
討し、子ども問題の解決に寄与する法・制度
や政策を明らかにすることを目的とする。そ
の成果は社会科学を総合する子ども学研究
の確立とともに、日本とアジアにおける子ど
もの権利保障に貢献する。 
①日本における子どもの権利条約の実施と
子ども条例に基づいて子ども施策を展開し
ている自治体の取組の現状・課題を明らかに
する（国／自治体レベル） 
②韓国における子どもの権利条約の実施と
児童・生徒人権条例に基づいて教育改革を展
開している地方レベルの取組の現状・課題を
明らかにする（国／自治体レベル） 
③アジア諸国における子どもの権利条約の
実施とモニタリング制度の現状（制度枠組み
および運営実態）・課題を明らかにする（モ
ンゴル・インドネシア・タイ・中国他） 
④子どもの権利条約・ユニセフの国際戦略
「子どもにやさしいまち」等の国際基準に見
られる、子ども支援と子どもの権利モニタリ
ングの枠組みや視点、内容を明らかにする
（国連子どもの権利員会、社会権規約委員会、
ユニセフ他） 
 
３．研究の方法 
研究目的を達成するために、2006―2008 年

度および 2009―2011 年度の基盤研究で築く
ことができた国内・国外の研究協力体制を継
承・発展させ、研究分担者および研究協力者
を課題別に以下の 4 グループに分け、3 年間
同時並行で研究を推進するとともに、各グル
ープ間で連携しながら研究成果を取りまと
めていく。 
①＜国内グループ＞日本における子どもの
権利条約の実施とモニタリングシステム研
究 
②＜韓国グループ＞韓国における子どもの
権利条約の実施とモニタリングシステム研
究 
③＜アジアグループ＞アジア諸国における
子どもの権利条約の実施とモニタリングシ
ステム研究 
④＜国際グループ＞ 
国際社会における子どもの権利条約の実施
とモニタリングシステム研究 
 



４．研究成果 
本研究は、いじめ、虐待その他の子どもに

向けられた暴力の問題の深刻化などをふま
えて、子どもの権利の実現を図るために、国
連・子どもの権利委員会やユニセフが提唱し
ている国際基準の枠組みに即しつつ、日本お
よびアジアにおける子どもの権利条約の実
施とモニタリングシステムを検討し、子ども
問題を個別的に対応するだけではなく、子ど
も問題に子どもの権利の視点から総合的に
取り組んでいく法・制度や政策を明らかにす
ることを目的としている。 
本研究では、自治体調査（ヒアリング、ア

ンケート調査）、韓国・モンゴル・インドネ
シア調査、国連調査等を通じて、子どもの権
利条約の実施とモニタリングシステムにつ
いて、法・制度、政策・施策、戦略等を分析
することができた。 
 とくに日本の研究においては、子どもの権
利条約が批准されて 20 年以上経過するなか
で、子ども施策、子どもにやさしいまちづく
りの現状と課題について先進的自治体に対
する現地調査やヒアリング調査に加えて、全
自治体に対するアンケート調査を行なった。
また、とくにいじめ問題が深刻になっている
ことから、いじめ防止対策推進法の実施上の
課題などを探ってきた。さらに、東日本大震
災後の災害復興において、子どもの権利条約
に基づく子どもにやさしいまちづくりを展
開してきた地域の研究が進められてきた。 
また、韓国をはじめ、モンゴル、インドネシ
ア、カンボジア等のアジア諸国における子ど
もの権利・条約の実施状況をふまえつつ、と
りわけ韓国における子どもの状況と支援の
課題、およびインドネシアにおける子どもに
やさしいまちづくりなどについて考察を加
えた。 
 国際的には、子どもの権利の国際基準を知
る上で欠かせない国連・子どもの権利委員会
一般的意見についても分析している。また、
国際社会が近年本格的に取り組んでいる子
どもに対する暴力防止の現状と課題につい
ても検討している。 
 上記のとおり、本研究は、日本、韓国・ア
ジア、国際機関など各領域を包摂した共同研
究が行われてきたこと、また教育、福祉、医
療・保健、文化面など本プロジェクトチーム
各界の専門研究者、実践者による総合的・実
践的な研究を進めてきたところに特徴があ
る。 
 こうした共同研究が日本および国際社会
における子どもの権利条約の実現、子どもの
権利保障の進展に少しでも貢献できれば幸
いである。 
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